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原議保存期間 ５年（令和７年３月31日まで）

有 効 期 間 一種（令和７年３月31日まで）

各 管 区 警 察 局 広 域 調 整 部 長 警 察 庁 丁 生 企 発 第 3 2 4 号

警 視 庁 生 活 安 全 部 長 殿 令 和 元 年 ８ 月 3 0 日

各道府県警察（方面）本部長 警察庁生活安全局生活安全企画課長

警備員等の検定の運用について(通達)

警備業法(昭和４７年法律第１１７号。以下「法」という ）第２３条第１項に規。

定する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う検定(以下「検定」

という。)については、法及び警備員等の検定等に関する規則(平成１７年国家公安委

。 「 」 。 、 、員会規則第２０号 以下 検定規則 という )によるほか 下記の事項に留意の上

その適正な実施に努められたい。

なお 「警備員等の検定の運用について(通達)」(平成31年３月１２日付け警察庁、

丁生企発第143号)は廃止する。

記

１ 検定担当者の配置

検定の円滑かつ効果的な実施を図るため、警視庁及び道府県警察本部の警備業を

担当する課において検定に係る次の事務を行う検定担当者を配置するものとし、原

則として警部以上の階級にある警察官をもって充てること。

(1) 学科試験及び実技試験の実施時期、場所、種別及び級の決定に関すること。

(2) ３の検定実施計画書の作成に関すること。

(3) 学科試験及び実技試験の問題作成に関すること。

(4) 学科試験及び実技試験の実施の監督に関すること。

(5) 検定の合否の判定に関すること。

(6) 警察庁、管区警察局及び他の都道府県警察との連絡調整に関すること。

２ 検定の実施時期等

検定の実施時期等は、当該都道府県における警備業者数、警備員数等の事情を総

合的に勘案して決定すること。

１回の検定は、原則としておおむね３０人を対象に実施すること。検定は、公安

、 、委員会が行う直接検定により行うのが原則であり 国家資格であることにかんがみ

検定申請者が相当数(３０人程度)見込まれる場合には、必ず実施するものとし、こ

れに満たない場合には、近隣公安委員会と共同で実施するなどにより、原則として

少なくとも１年に１回は検定規則第１条各号に掲げる警備業務の種別ごと及び級ご

とに実施すること。

なお、検定の実施時期の決定に当たっては、受検者の利便を図るため、法第２３

条第３項の国家公安委員会の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行
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う講習会の実施時期等も考慮すること。

３ 検定実施計画の作成

検定を実施する場合には、事前の適当な時期に、適宜の方法により、受検希望者

数等を調査し、検定の実施を公示するまでに、次の事項を記載した検定実施計画書

を作成すること。

(1) 警備業務の種別及び級

(2) 受検予定人員

(3) 実施予定期日及び場所

(4) 実施予定期日における日程

(5) 検定に従事する者の氏名

(6) 使用する資機材

４ 検定実技試験員の指定

検定規則第６条第３項の規定による検定実技試験員の指定は、次のいずれかに該

当する者の中から行うものとすること。

(1) 警察庁が行う警備業担当者養成専科を修了した警察職員

(2) 警察庁生活安全企画課長が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有する

と認める警察職員

５ 検定の手続

(1) 検定の公示等

ア 検定を行おうとするときは、検定規則第７条の規定による公示を行うほか、

ホームページに掲載するなどの方法により警備業者に公示事項を周知徹底する

こと。公示の方法は、都道府県公報への掲載その他の公衆が知ることのできる

状態に置くことができる方法によって行うこと。

イ 公示事項については、次の点に留意すること。

(ｱ) 検定の実施期日は、検定の実施日及び時間が明らかになるようにするこ

と。

(例) 令和元年12月１９日(日)午前９時から午後５時まで

(ｲ) 検定規則第７条第２号の「受検手続に関する事項」には、次の事項が含ま

れること。

① 検定申請の期限

② 検定申請書の提出先及び提出の方法

③ 検定申請に必要な書類

④ 手数料の納入の時期及び方法

⑤ 定員

⑥ 検定規則第８条に規定する受検資格(１級の検定に限る。)

(ｳ) 検定規則第７条第３号の「その他検定の実施に関し必要な事項」には、検

定申請者の数が定員を超える場合における受検者の選択の方法が含まれるこ
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と。

(2) １級の検定の受検資格等

ア 受検資格

(ｱ) 検定規則第８条第１号の「当該種別の警備業務に従事し」とは、当該合格

証明書に係る種別の警備業務に従事していることをいい、警備業者の使用人

であっても、営業、会計等の事務に従事している場合は 「警備業務に従事、

し」ているとはいえないこと。また、当該種別の警備業務の管理又は監督に

従事している者で、法第４５条に規定する警備員名簿に登載され、警備現場

において具体的な指揮、命令を行っている者は 「警備業務に従事し」てい、

る者に当たること。

(ｲ) 検定規則第８条第１号の「従事した期間が１年以上」であるとは、合格証

明書の交付を受けた以後、通算して１年以上当該種別の警備業務に従事した

期間があることを意味すること。また、同一の警備業者の下でなくても、通

算して１年以上当該種別の警備業務に従事していれば足りること。

、「 」(ｳ) 検定規則第８条第２号の者には １級の検定受検資格基準及び認定手続

(別添１)の資格認定の基準を満たし、資格認定の手続により認定を受けた者

が該当するものであること。

イ 検定規則第８条各号に掲げる者に該当することを疎明する書面

検定申請者は、検定規則第８条各号に掲げる者に該当することを疎明する書

面(以下「疎明資料」という。)を検定申請書に添付しなければならない(検定

、 、 。規則第９条第４項第１号)が 疎明資料としては 次のものを添付させること

(ｱ) 検定規則第８条第１号に該当する者については、２級の検定に係る合格証

明書の写し及び検定を受けようとする当該種別の警備業務に従事していたこ

とを証明する警備業者等の作成に係る書面(以下「警備業務従事証明書」と

いう。)

(ｲ) 検定規則第８条第２号に該当する者として１級検定受検資格認定を受けた

者については、その認定書の写し

ウ 疎明資料の作成要領等

(ｱ) 検定規則第８条第１号に該当する者に係る警備業務従事証明書は、別記書

式例第１に準拠して作成させること。

(ｲ) 検定規則第８条第１号に該当する者について、一の警備業者の下で検定を

受けようとする当該種別の警備業務に従事した期間が１年に満たない場合

は、同号に該当することを疎明するために必要な複数の警備業務従事証明書

を添付させること。

(ｳ) 検定規則第８条第１号に該当する者について、申込者が所属していた警備

業者が既に廃業しているなど、警備業務従事証明書を提出することができな

いことについてやむを得ない事情がある場合には、当該事情を疎明させた上
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で同号に該当することを誓約する書面(別記書式例第２に準拠して作成させ

ること。)及び履歴書を警備業務従事証明書に代えて提出させること。

(ｴ) 警備業者に対し、その警備員又は警備員であった者が検定を受検するため

に警備業務従事証明書の発行を求めた場合に、これを拒否することがないよ

うに指導すること。

(3) 検定申請書の受理

１級の検定に係る検定申請書の受理に際しては、(2)イの疎明資料が添付され

ていることを確認すること。

なお、当該疎明資料は、検定申請時に検定申請書に添付して提出することと

されている(検定規則第９条第４項第１号)ことから、１級の検定を受けようと

する者は、検定申請時において検定規則第８条各号のいずれかに該当している

必要があることに留意すること。

(4) 受検票の交付

検定申請書の提出を受けたときは、受検資格を満たさない者を除き、原則と

して即日受検票を交付するとともに、その際に手数料を徴収すること。

(5) 合格証明書の様式

合格証明書の番号は、一連番号を表面右上部の「第 号」の部分に記載するこ

と。

なお、再交付及び書換えの場合には、新たに合格証明書を作成して交付する

こととなるので、備考部分には、その履歴として、再交付又は書換えの年月日

とその理由をその都度記載すること。また、偽造防止の観点から、ラミネート

加工することが望ましいこと。

(6) 合格証明書の交付等

ア 法第２３条第５項において準用する法第２２条第４項各号に定める欠格事

由(以下「欠格事由」という。)に該当したことにより合格証明書を交付しな

、 。い場合には 不交付の理由を付した公安委員会名の書面により通知すること

この部分における書面の様式については、別記様式第１号のとおりとするこ

と。

イ 検定規則第１４条の規定により合格証明書の交付を受けようとする者が、

合格証明書交付申請書の提出時において欠格事由に該当する場合でも、欠格

事由の有無を調査する期間中に当該欠格事由が消失する場合には、欠格事由

がないものとして取り扱って差し支えないこと。

ウ 検定規則第１４条第３項第２号の規定により、申請時に提出する検定規則

、第１１条の成績証明書及び検定規則第１７条第１３号の講習会修了証明書は

交付の日から起算して１年を経過していないものに限ることとされているこ

とに留意すること。

エ 合格証明書は、検定に合格した警備業務の種別及び級に応じて、１枚ずつ
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交付されるものなので、既に検定に合格している者が、新たに別の警備業務

の種別又は別の級の検定に合格した場合には、別の合格証明書を交付するこ

と。

オ 合格証明書の返納命令

(ｱ) 法第２３条第５項において準用する法第２２条第７項の規定による合格

証明書の返納命令は、検定の合格に関して合格証明書の交付を受けた者に

起因する瑕疵があった場合、合格証明書の交付を受けた者として不適当な

行為を行った場合等において、合格証明書を返納させることにより、検定

制度の公正と信頼性を担保しようとするものであること。

(ｲ) 合格証明書の返納命令は 警備業法施行規則(昭和５８年総理府令第１号)、

第４４条第１項の規定により、返納命令の理由を付した公安委員会名によ

。 、る返納命令書を交付して行うことにされていることに留意すること なお

この場合における返納命令書の様式については、別記様式第２号のとおり

とすること。

(ｳ) 合格証明書の返納命令は、やむを得ない場合を除き、当該合格証明書を

交付した公安委員会が行うこと。したがって、他の公安委員会が合格証明

書の交付を受けた者について返納事由を認知した場合は、当該合格証明書

を交付した公安委員会に対し、その旨を通知すること。

６ 検定の実施

「学科試験及び実技試験の実施要領」(別添２)により実施すること。

７ 標章

検定規則第１６条に規定する標章(以下「検定標章」という。)は、軽犯罪法(昭

和２３年法律第３９号)第１条第１５号に規定する法令により定められた標章に該

当するので、合格証明書の交付を受けていない者又は合格証明書の交付を受けた者

ではあるが現に交付を受けている合格証明書に係る種別の警備業務に従事していな

い者が、検定標章又はこれに似せて作った物を用いた場合は、同号により処罰され

ることとなること。

８ 検定に関する報告事項

検定に関しては、別に定め又は指示があるもののほか、実施状況について別記様

式第３号に従い、当該検定が終了した日から２週間以内に警察庁生活安全企画課長

宛てに報告すること。

９ 留意事項

本件警備員等の検定の運用については、各都道府県警察における取扱いの斉一を

期すため、本年11月１日から適用する。
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別記書式例第１

警 備 業 務 従 事 証 明 書

住 所

氏 名

生年月日

上記の者が、 年 月 日から 年 月 日までの間

○ ○ 警備業務に従事していたことに、間違いありません。

公安委員会 殿

年 月 日

住所又は主たる営業所(法人)の所在地

印氏名又は名称及び代表者の氏名 ○

認定証を交付した公安委員会の名称

公安委員会

認定証の番号

第 号

記載要領

○○の部分は、従事していた（いる）警備業務の内容を具体的に記載すること。

備考

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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別記書式例第２

誓 約 書

私は、次の理由で警備業務従事証明書の発行を受けられませんでしたが、

別添の履歴書記載のとおり、○○警備業務に係る２級の検定合格証明書の交

付を受けた後、当該種別の警備業務に従事していた期間が１年以上である者

であることを誓約します。

理由 □ 所属していた警備業者（ ）が、

既に廃業している。

□ 次の事情による。

公安委員会 殿
年 月 日

住 所

,氏 名

生年月日

記載要領

１ □は、該当する場合に、レ印を付けること。

２ ○○の部分は、従事していた（いる）警備業務の内容を具体的に記載す

ること。

３ 誓約書は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することがで

きる。

備考

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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別記様式第１号

合 格 証 明 書 不 交 付 通 知 書

住 所

氏 名 殿

警備業法第２３条第５項において準用する第２２条第４項の規定によ

り、合格証明書を交付しないこととしましたので通知します。

理 由

年 月 日

公安委員会 印

備考

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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別記様式第２号

合 格 証 明 書 返 納 命 令 書

第 号

年 月 日

殿

公安委員会 印

警備業法第２３条第５項において準用する第２２条第７項の規定により、

公安委員会第 号 年 月 日交付の合格証明

書の返納を命ずる。

氏 名 生年月日

住 所

交付年月日 合格証明書番号

警備業務の種別及び級

理由

備考

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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別記様式第３号

検定の実施結果報告書 (都道府県名)

警 備 業 務 の 種 別 及 び 級 警備業務 級

年 月 日実 施 年 月 日

人( 人)受検申請者数(うち警備員以外)

人( 人)受検票交付者数(うち警備員以外)

検 人( 人)受 者 数 ( う ち 警 備員 以外 )

人( 人)学 合格者数(うち警備員以外)
科

％試 合 格 率
験

点( 点、 点)平均点(最高点、最低点)

人( 人)実 合格者数(うち警備員以外)
技

％試 合 格 率
験

点( 点、 点)平均点(最高点、最低点)

人( 人)最終合格者数(うち警備員以外)

％最 終 合 格 率

点最 終 平 均 点

受 検 者 の 最 高 年 齢 歳
年

受 検 者 の 最 低 年 齢 歳

齢 合 格 者 の 最 高 年 齢 歳

合 格 者 の 最 低 年 齢 歳
別

合 格 者 の 平 均 年 齢 歳

受検者の最高経験年数 年警

備

受検者の最低経験年数 年業

務

合格者の最高経験年数 年経

験

合格者の最低経験年数 年年

別

合格者の平均経験年数 年
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別添１

１ 級 の 検 定 受 検 資 格 基 準 及 び 認 定 手 続

１ 資格認定の基本原則

検定規則第８条第１号に規定されているように、１級の検定は、２級の検定に係

る合格証明書の交付を受けた後、１年以上の当該種別の警備業務の従事経験を有す

る者に対して行うことが原則であり、また、１級の検定の受検者の質的な均衡を図

る必要があることから、資格認定は、極めて限定的に実施する必要があることに留

意すること。

２ 資格認定の基準

(1) 検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合格証明書の

交付を受けている者であって、当該警備業務の種別に係る検定規則附則第３条の

規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則(昭和６１年国家公安委員会規

則第５号)第１条第２項に規定する２級の検定(以下「旧２級検定」という。)に

合格した後、当該警備業務に従事した期間が１年以上であるものであること。

(2) 指定講習の講師として委嘱されていた者で、当該警備業務を実施するために必

要な専門的な知識及び能力を有すると認められるものであること。

(3) 警察官の職にあった期間が継続して３年以上である者で、当該警備業務を実施

するために必要な専門的な知識及び能力を有すると認められるものであること。

(4) 登録講習機関の講師として委嘱されている者で、当該警備業務を実施するため

に必要な専門的な知識及び能力を有すると認められるものであること。

(5) (1)から(4)に準ずる者で、当該警備業務を実施するために必要な専門的な知識

及び能力を有すると認められるものであること。

３ 資格認定の手続

資格認定の手続は、次の要領により行うこと。

(1) 資格認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)には、その住所地又は

その者が警備員である場合におけるその者が属する営業所の所在地を管轄する公

安委員会に、別記書式第１号の１級検定受検資格認定申請書(以下「申請書」と

いう。)を提出させること。

(2) 申請書には、申請者が２に掲げる基準のいずれかに該当することを証する次の

書面を添付させること。

ア ２(1)に該当する者にあっては、検定を受けようとする警備業務の種別に係

る２級の検定に係る合格証明書の写し及び旧２級検定の合格証の写し並びに当

該種別に係る旧２級検定に合格した後、当該警備業務に従事した期間が１年以

上であることを証する警備業務従事証明書(本文別記書式例第１を参照。警備

業務従事証明書を提出できない場合には、誓約書(別記書式例を参照)及び履歴
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書。以下同じ。)

イ ２(2)に該当する者にあっては、指定講習を行っていた法人の発行した講師

として委嘱していた旨の書面

ウ ２(3)に該当する者にあっては、警察官の職にあった期間が継続して３年以

上で、当該警備業務を実施するために必要な専門的な知識及び能力を有するこ

とを証する書面

エ ２(4)に該当する者にあっては、登録講習機関の発行した講師として委嘱し

ている旨の書面

オ ２(5)に該当する者にあっては、当該警備業務を実施するために必要な専門

的な知識及び能力を有することを証する書面

(3) 添付書類の作成要領等については、本文５(2)ウを参照のこと。

(4) 申請者が２に掲げる基準に該当すると認めたときは、別記書式第２号の１級検

定受検資格認定書を交付すること。

(5) 申請者が２に掲げる基準に該当しないと認めたときは、別記書式第３号の１級

検定受検資格不認定通知書によりその旨を通知すること。

４ 報告

資格認定を行おうとする場合には、２(1)の場合を除いて、その都度、申請者の

氏名、住所、略歴及び当該資格認定を行うことを相当と認める理由を、警察庁生活

安全企画課まで連絡すること。
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別記書式第１号

１ 級 検 定 受 検 資 格 認 定 申 請 書

公安委員会 殿

警備員等の検定等に関する規則第８条第２号に規定する１級の検定( )

の受検資格を有することの認定を申請します。

理由

年 月 日

住 所

氏 名 印

生年月日

備考

１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２ 「理由」欄には、警備員等の検定等に関する規則第８条第１号に掲げる者と同

等以上の知識及び能力を有する者に該当する理由を具体的に記載すること。
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別記書式第２号

１ 級 検 定 受 検 資 格 認 定 書

住 所

氏 名 殿

警備員等の検定等に関する規則第８条第２号に規定する１級の検定( )

の受検資格を有することを認定します。

年 月 日

公 安 委 員 会 印

備考

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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別記書式第３号

１ 級 検 定 受 検 資 格 不 認 定 通 知 書

住 所

氏 名 殿

警備員等の検定等に関する規則第８条第２号に規定する１級の検定( )

の受検資格を有する者とは認定しないので通知します。

理 由

年 月 日

公 安 委 員 会 印

備考

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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別記書式例

誓 約 書

私は、次の理由で警備業務従事証明書の発行を受けられませんでしたが、

別添の履歴書記載のとおり、○○警備業務について２級の検定に係る合格証

明書の交付を受けている者であって、当該警備業務の種別に係る旧２級検定

に合格した後、当該警備業務に従事した期間が１年以上であるものであるこ

とを誓約します。

理由 □ 所属していた警備業者（ ）が、

既に廃業している。

□ 次の事情による。

公安委員会 殿

年 月 日

住 所

,氏 名

生年月日

記載要領

１ □は、該当する場合に、レ印を付けること。

２ ○○の部分は、従事していた（いる）警備業務の内容を具体的に記載す

ること。

３ 誓約書は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することがで

きる。

備考

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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別添２

学科試験及び実技試験の実施要領

１ 目的

この実施要領は、法第２３条第２項の規定による学科試験及び実技試験を実施す

るために必要な事項を定めることを目的とする。

２ 体制等

(1) 検定担当者

検定担当者は、学科試験及び実技試験の実施の監督を行う。

(2) 検定試験員

検定実技試験員の指定を受けた警察職員は、検定試験員として、学科試験及び

実技試験の採点等を行う。

(3) 検定補助員

検定補助員は、学科試験及び実技試験の実施時における検定試験員の補助、採

点表の集計、受検者の受付・案内・誘導等の補助活動を行う。

(4) 担当者の識別

検定担当者、検定試験員及び検定補助員については、その区分を明示した名札

又は腕章等を装着させること。

３ 実施基準

(1) 学科試験及び実技試験の実施方法

ア 学科試験及び実技試験は、検定の種別及び級別ごとに実施すること。

、 。イ 学科試験及び実技試験の出題範囲及び配点基準は 別紙のとおりとすること

、 、 、ウ 学科試験は ５枝択一式２０問の筆記試験により行うものとし その配点は

１問につき５点とし、１００点満点とすること。

エ 学科試験の問題は、別途送付する「学科試験問題例」に掲載されている問題

又はこれと難易度が同程度の問題とすること。

オ 学科試験の試験時間は６０分とし、原則として途中退場は認めないこと。

カ 実技試験の実施方法は、別途送付する「実技試験問題」及び「採点表」のと

おりとすること。

なお、採点は、受検者一人につき一人の検定試験員が行い、採点方法は、減

点式採点法とし、採点表の減点欄に配点された点を上限として減点するものと

する。

キ 実技試験の途中において、受検者が合格基準に達する成績を得ることができ

ないことが明らかなときは、途中で中止することができるものとする。

(2) 受検票の携帯

受検票を携帯しない者には、学科試験及び実技試験を受けさせないこと。ただ
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し、やむを得ないと認められる事情がある場合においては、本人であることが確

認できた場合にのみ受検させることができる。

(3) 遅刻者

遅刻した者に対しては、学科試験及び実技試験を受けさせないこと。ただし、

やむを得ないと認められる事情がある場合であって、学科試験及び実技試験の開

始後２０分以内であるときは、受検させることができる。

(4) 問題用紙等の回収

問題用紙、解答用紙その他試験の実施に関して配布した書面で試験の内容に関

するものは、試験の終了後に回収すること。

４ 合否の判定等

(1) 合否の判定基準

学科試験及び実技試験の合格基準については、検定規則第６条第２項及び第４

項の規定により、９０％以上の成績であることに留意すること。

(2) 不正行為をした者の取扱い

ア 学科試験及び実技試験の実施中に不正行為を行う者を発見したときは、当該

者については、以後の試験を受けさせないこと。この場合において、当該者に

ついての得点は０点とする。

イ 学科試験及び実技試験の終了後、受検者が不正行為を行ったことが判明した

ときは、当該不正行為を行った者についての得点は０点とする。

(3) 合否の発表

学科試験及び実技試験の合否の発表は、それぞれの試験終了後、速やかに合格

者の氏名及び受検番号を発表すること。

、 。発表については 受検者等が確認できる適宜の方法により実施するものとする

なお、採点した点数は、公表しないこと。ただし、受検者本人が、自分の点数

の教示を申し出た場合には、同人に対し、同人の点数のみを教示するなど、適宜

対応しても差し支えない。

(4) 成績証明書の交付

実技試験の合否発表後に、合格者に対して、その場所において成績証明書を交

付すること。

５ 学科試験実施上の留意事項

(1) 試験問題の表紙の適宜の欄に「受検上の注意事項」等を明記すること。

(2) 試験問題の作成に当たっては、文章の表現方法等から、正答が容易に推知され

ないように配意すること。

(3) 試験問題の配列については、問題の前後関係から、正答が容易に推知されない

ように配意すること。

(4) 別途送付する「学科試験問題例」は、検定担当者が保管することとし、部外者

はもちろん、部内者においても関係者以外の者に閲覧させないよう、その取扱い
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には十分に注意すること。

(5) 採点に当たっては、次のことに留意すること。

ア ５枝択一であるので、１問につき２個以上の解答をした場合には、その解答

は０点とすること。

イ 解答が判読し難いなど不明瞭である場合には、その解答は０点とすること。

６ 実技試験実施上の留意事項

(1) 実技試験の実施は、検定担当者の指揮の下、検定試験員及び検定補助員による

総合的な運用が特に要求されるので、実技試験実施前の適宜の時期に十分な打合

せを行い、運用上遺憾のないようにすること。

(2) 検定試験員には、事前に 「実技試験問題」及び「採点表」の内容を十分に説、

明し、採点上の公正性及び厳格性の確保に努めること。

(3) 実技試験の会場は、実施する種目、天候等を考慮して、適宜、屋内、屋外を選

択すること。

(4) 公正性の確保のため、会場内に受検実施者以外の受検者が待機できる控室(待

機所)等を準備すること。

(5) 資機材の準備に当たっては、規格、材質、大きさ等が不斉一とならないように

配意すること。

(6) 実技試験の実施に当たって、受検者の数によっては、適宜班編成をして運用す

るなどに配意すること。

(7) 受検者には、受検票の番号を記載したゼッケン等を装着させ、一見して識別で

きるようにすること。

(8) 実技試験の開始前に、全受検者を集合させ、進行順序、受検上の注意事項、実

施要領等について説明し、実技試験が円滑に運用できるように配意すること。

(9) 各種目ごとの説明に当たっては、適宜の場所において 「実技試験問題」の内、

容を受検者が理解できるように明瞭に分かりやすく説明すること。

(10) 各種目の実技実施中、制限時間内に受検者が実技を終了した場合には、その場

に起立させるなどして、未了者との区別を図ること。

(11) 検定試験員等は採点中に、受検者と不必要な会話をしないこと。

(12) 採点項目が多岐にわたっているので、受検者を交代させる際、検定試験員の採

点時間の確保に留意すること。

(13) 次の受検者を入場させる前に、使用資機材等会場の設定状況を同一の状態にし

ておくこと。

(14) 受検者の負傷等に備え、救急箱等を準備しておくこと。

(15) 採点等に当たっては、既に配布してあるＤＶＤ「警察官による警備員等の実技

試験検定のポイント」を参考とすること。

７ 成績証明書交付後の合格の取消し

偽りその他不正の手段により学科試験及び実技試験を受けた者に対しては、合格
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を取り消すことがことができる。

(1) 合格を取り消した旨を公示すること。

、 、(2) 合格を取り消したときは 直ちに別記様式の成績証明書不交付通知書を交付し

成績証明書を交付せず、又は交付した成績証明書を返納させるものとする。

(3) 警察庁生活安全企画課長に、取消しを受けた者の氏名、本籍、住所及び成績証

明書の番号を報告すること。



- 21 -

別記様式

成 績 証 明 書 不 交 付 通 知 書

第 号

年 月 日

殿

公安委員会 印

年 月 日に実施した検定の学科試験及び実技試験に係る成績証

明書については、交付しないので通知する。

住 所

氏 名 生年月日

理 由

備考

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
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